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（目的） 

第１条　この規程は、川西市議会情報セキュリティ基本方針（令和８年４月１日制定。以下「基

本方針」という。）第６項に規定する情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（組織体制） 

第２条　基本方針第６項第１号に規定する組織体制として、川西市議会（以下「議会」という。）

に次の各号に定める者を置く。 

　⑴　議長を、最高情報セキュリティ責任者（以下「ＣＩＳＯ」という。）とし、情報セキュリ

ティ対策を講ずるに当たっては、職員が遵守すべき事項及び情報セキュリティ対策を行う

上で必要となる統一的な基準として対策基準を定めるとともに、議会の情報セキュリティ

対策に関する最終的な責任を負う。 

　⑵　副議長を、副ＣＩＳＯとし、ＣＩＳＯが不在または欠けた場合はＣＩＳＯを代行する。 

　⑶　事務局長を、情報セキュリティ統括責任者とし、ＣＩＳＯを補佐するとともに、情報セキ

ュリティを確保する責任を有するものとする。 

　⑷　次長を、情報セキュリティ統括副責任者とし、情報セキュリティ統括責任者を補佐し、情

報セキュリティ統括責任者が不在または欠けた場合は情報セキュリティ統括責任者を代行

する。 

⑸　主幹を、情報セキュリティ管理者（川西市情報セキュリティに関する規則（平成１６年川

西市規則第１７号。以下「規則」という。）第７条第２項に規定する情報セキュリティ管理

者をいう。）、システム管理者（規則第８条第２項に規定するシステム管理者をいう。）、情報

資産管理者（規則第９条第２項に規定する情報資産管理者をいう。）とする。 

 

　　　付　則 

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。


